令和7年8月18日　令和7年度第1回大東市子ども・子育て会議　会議録

[bookmark: _GoBack]事務局：定刻となりましたので、ただいまより、令和7年度第1回大東市子ども・子育て会議を開催させていただきます。本日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。私は本日司会を務めさせていただきます、大東市福祉・子ども部こども家庭室子ども政策グループの谷口です。どうぞよろしくお願いします。
本日は13名中10名の出席をいただいておりますので、大東市子ども・子育て会議規則第４条第２項の規定により、本会議が成立しておりますことをご報告させていただきます。なお、石橋委員、髙山委員、耶雲委員につきましては、本日は日程調整が取れないため欠席されるとのご連絡を受けております。
続きまして、本日の会議に使用します資料の確認をさせていただきます。お手元の資料をご覧ください。
資料１ 　　 子ども・子育て支援事業計画進捗状況報告
資料２－１　令和７年度大東市こども誰でも通園制度試行事業
資料２－２　令和７年度大東市こども誰でも通園制度試行事業　実施予定
施設
資料３　 　 諸福幼稚園と南郷保育所の施設統合および認定こども園移行
について
資料４　 　委員名簿
以上の資料１～４となりますが、すべてお手元にございますか。もし不足のある方がいらっしゃいましたらお申出ください。また、資料１の数字に一部修正がありますので、差替え分を置かせていただいています。修正内容は資料説明の際に合わせて説明します。続きまして、福祉・子ども部田中部長よりご挨拶をさせていただきます。

田中部長：福祉・子ども部長の田中でございます。
日頃より、本市の子ども・子育て政策にご協力いただき、感謝を申し上げますとともに、本日は暑さの大変厳しい中、ご出席を賜り誠にありがとうございます。重ねてお礼申し上げます。
さて、来年度より全ての子どもの健全な育ちを応援する新たな取り組みであります、「こども誰でも通園制度」が制度化されます。本市ではこの制度化に先立ちまして、民間事業者の皆様のお力をお借りしながら、試行的事業の取り組みを始めようとしているところです。実施事業者の認可にあたりましては、『市町村の子ども・子育て会議』において意見聴取を行うこととされておりますことから、本日の会議では認可に関する検討が議案の１つとなっております。委員の皆様とともに、子どもたちの豊かな育ちにつながる、実りのある制度となるようにしていきたいと考えております。
また、昨年度にも一度ご報告をさせていただきました、諸福幼稚園と南郷保育所の施設統合および認定こども園化につきましても、ご報告をさせていただく予定です。全国的な少子化等の進行により、幼稚園の利用者が大きく減少している中、公立施設の今後の在り方について検討が求められる状況となっております。この他いくつかの議題がございます。多くのご意見を賜りたくお願いをしまして、わたくしからの挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。

事務局：それでは議事に入りたいと思いますが、進行については会長にお願いしたいと思います。会長よろしくお願いします。

合田会長：皆様、本当に猛暑酷暑の中ご出席いただきありがとうございます。今日は議題が３つほどありますが、議題に入る前に傍聴の方々が来ておられます。傍聴の方は「大東市子ども・子育て会議傍聴規則」の規定を遵守していただきますようよろしくお願いします。それでは、議題（1）に入らせていただきますが、まず事務局から、議題（1）子ども・子育て支援事業計画の進捗状況報告の説明をよろしくお願いします。

事務局：皆さん暑いところご苦労さまです。こども家庭室の栗田です。本日説明者が欠席となりましたので、私の方から説明をさせていただきます。
資料１をご用意ください。お手元に第3期事業計画を出していただいておりますけれども、こちらの第5章は教育・保育、それから地域の子ども・子育て支援事業の目標設定をしながら、目標に向かって事業を整備していくことを目的に作成しており、本日はこの部分の現時点における計画の進捗のご報告ということになります。
お手元の資料1は第3期事業計画の計画期間であります、令和7年度から11年度までの5ヶ年における事業ごとの実施状況に関する資料です。
それでは資料の1ページ目をご覧ください。
こちらは幼児期の教育・保育の提供体制に関する量の見込みと確保の内容、令和7年度当初の実績です。上が1号認定、下が2号・3号認定のそれぞれの状況です。まず上の表ですが、事業計画におきましては令和7年度における量の見込みニーズが721人、5年後の令和11年度には190人減少して、531人のニーズがあるものと見込み、これについて現状の確保の内容である1635人以上という利用枠を確保することによって十分充足が可能と見込んでいるところです。実際の入園児童数は、令和7年度が729人と、量の見込みを8人上回っておりますが、定員の範囲内に十分収まっている状況です。
次に下の表は2号・3号認定の状況です。計画上は令和7年度の量の見込みが2号・3号認定合わせて2493人で、確保の内容が2573人なっております。これに対し、今年度当初の入所児童数は、2号・3号合わせて2456人となっており、量の見込みを37人下回る数字です。計画と実績との比較としましては、1号・2号・3号それぞれ確保の内容が実績を上回っている状況であり、受け入れ体制は十分に確保されているものと考えております。
続きまして、地域子ども・子育て支援事業の説明です。資料は2ページ目をお願いします。先ほどの就学前教育・保育は令和7年度の実績というところで年度当初の数字をお示ししていますが、ここから先の事業は、まだ今年度実績が固まっていないため、令和6年度の実績を中心に報告させていただきます。
一つ目が①時間外保育事業、いわゆる延長保育で就労形態の多様化に伴い、保育所等において通常保育時間を超えて保育をする事業です。令和6年度の量の見込みは1002人で、これに対して実績は1031人となっており、やや実績が上回っているという状況ですが、現状、希望者全員にサービスを提供できている状況です。
次に、②放課後児童健全育成事業いわゆる放課後児童クラブです。保護者が就労等により昼間に不在となるご家庭の小学校児童に対して、授業の終了後に遊びや生活の場を与えて健全な育成を図ることを目的としています。昨年度、令和6年度は1年生から3年生の量の見込みが974人に対し、実績は983人とほぼ見込み通りの状況となっていましたが、4年生から6年生は、見込みが396人に対して実際には258人が利用し、乖離率118.89%となりいますので、実績と計画との差がやや認められる状況です。今後とも引き続き必要なサービスの提供に努め、希望するお子さん全員を受け入れることを取り組んでいきたいと考えています。
資料の3ページ目をお願いします。中段の③子育て支援短期支援事業、ショートステイ、トワイライトステイは、保護者の疾病その他の理由によって家庭での養育が一時的に困難となった場合に、施設において一定期間養育・保育を行う取り組みです。この事業は年度ごとに大きな利用のムラがあるため、最大30人程度の利用枠を確保しているという状況です。昨年度は利用者18人で見込みと実績の乖離が発生しています。
その下は地域子育て支援拠点事業です。こちらは乳幼児およびその保護者が相互の交流を行う場所を提供し、親子で参加できる講座等の援助を行う取り組みで、昨年度の見込みは11万8360人でしたが実績は5万5224人となっており、乖離率がやや大きい事業です。この事業はこれまで10万から12万人の利用者で推移してきましたが、新型コロナウイルスの影響によって令和2年度以降大きく利用が落ち込んでいましたが、現在は徐々に需要が回復しつつあります。
次に4ページ目をお願いします。⑤一時預かり事業です。こちらは保護者の疾病等の理由によって一時的に家庭での保育が困難になった場合に、保育所等において児童を一時的に預かる事業と、幼稚園・認定こども園で在籍園児を対象として行う教育時間前後の預かり事業の2種類があります。幼稚園・認定こども園における一時預かり事業の令和6年度の量の見込みは、1号・2号認定を合わせて4万8500人としておりましたが、実際には5万1187人が延べ利用され、実績が見込みをやや上回ったという状況です。また、保育所等における一時預かりは、令和6年度の量の見込みが3859人で実績が2744人と見込みがやや下回っています。
その下が④病児・病後児保育事業です。児童が病気や病気の回復期にあって集団保育が困難とみなされる期間、保育所や医療機関に付設された専用スペース等で、児童を一時的にお預かりする事業です。令和6年度の量の見込みは1003人でしたが、この事業も新型コロナウイルスの影響が非常に大きく出ており、令和2年度以降は利用が大幅に減少しました。これに加えて感染症対策の必要性から、事業の継続自体が困難となった時期もあり、これらの影響から令和6年度の実績は43人となっています。一方、病児保育の利用ニーズは回復しつつあると考えられることから、引き続き利用枠の確保に向けた拡充を目指します。
では次に資料の5ページ目をお願いします。⑦ファミリー・サポート・センター事業は、家庭に乳幼児や小学生のいる方が会員になり、児童の預かりの援助を受けたい人と、援助を行いたい人との中で相互援助を行う取り組みです。令和6年度の量の見込みは708人、実績は515人です。引き続き必要な支援を提供できるための事業の周知や提供会員の確保に努めていく必要があるものと考えています。
その下は⑧の利用者支援事業です。子どもまたはその保護者の身近な場所で、子育て家庭の個別ニーズの把握に努め、教育・保育施設や地域の子育て支援拠点事業の情報提供、相談、助言、取り組みを行う事業です。現在すこやかセンター内にこども家庭センター「ネウボランドだいとう」を設置して事業を実施しています。令和6年度の量の見込みは、施設数となっておりますので、1ヶ所で実績も1ヶ所となっており、計画通りに進捗しています。この事業は量の見込みや確保内容を施設の数で記載することと決められていることから、相談支援の状況が把握しにくくなっていますがが、令和5年度に実施しました市民を対象にしたニーズ調査の結果によりますと、市民への認知度は徐々に上がっていると捉えております。
次に、⑨乳児家庭全戸訪問事業です。生後4ヶ月までの乳児のいる家庭を訪問し、子育てに対する情報の提供や乳児、その保護者の心身の状況、養育環境の把握を行う他、養育についての相談に応じ、助言を行うことで子育ての孤立を防ぐ事業です。令和6年度は量の見込みが771人対し実績が684人となり乖離率は88.72%となっております。基本的には、新生児世帯のほぼ全数を訪問する取り組みとなっておりますので、数字の乖離は当初想定していた出生数をやや下回っていることが要因と考えています。
次の6ページ目をお願いします。⑩養育支援訪問事業は保護者の養育を支援することが特に必要であると認められた世帯に対し、養育が適切に行われるよう、相談・指導・助言等の支援を行うことを目的としています。令和6年度の量の見込みは19人ですが実績は0人でした。養育支援訪問事業は、支援対象世帯数が年度ごとに大きく変動する事業であるため、引き続き一定の利用枠を確保する必要があると考えています。
最後は⑪妊婦健康診査事業です。こちらのページを差し換えさせていただきますが、正しくは②の令和6年度確保の内容が延べ件数回数が9053、実績延べ回数が8354、乖離率は92.28%です。
資料１の説明は以上となりますが、令和7年度以降の第3期事業計画における量の見込みは、令和2年度から令和5年度の4年間の実績をもとに見込み量を決定しておりますが、令和7年度量の見込みと実績の数字と乖離が生じている事業もあります。引き続き実績の推移を見ながら、令和9年度に中間見直しにより数値の見直しを図ってまいりたいと考えております。説明は以上です。

合田会長：ありがとうございました。ただ今事務局から進捗状況の報告について説明がありました。この点につきましてご質問等ありましたら挙手の上、よろしくお願いします。

Ａ委員：養育支援訪問事業に関してですが、資料6ページの養育支援訪問事業の量の見込みと確保の内容は分かりますが、実績数は分からないのでしょうか。乳児家庭全戸訪問事業は実績数が出ていて、養育支援訪問が必要な家庭はけっこうあると思いますが、そこら辺を知りたいなと思いました。

合田会長：ただいま、Ａ委員から⑩番の養育支援訪問事業の実績数が０となっているけれども、どうなんだろうかという質問がありました。事務局お願いします。

事務局：保護者の養育の支援が特に必要なご家庭に対して市からの働きかけを行っていますが、そもそも受け入れていただくのが困難であり、訪問自体を控えているというケースもあり、結果としても実績がなかなか上がらないという状況です。もちろんこの状況を看過するわけではございませんので、引き続きそういう状況に置かれている世帯へのアプローチや、関係部署を含む他の関係機関との連携をとりながら、引き続き対応をしていきたいと考えています。

合田会長：Ａ委員いかがでしょうか。

Ａ委員：ということは0ではないのですね。

事務局：今年度におきましては、若干の実績が上がってくるとは思います。

合田会長：よろしいでしょうか？　他にはありませんか。

Ｂ委員：資料1の1ページ目にあります保育施設の量の見込みですが、多分推計値を取られてると思うんですが、どのような方法で推計を取られていますか。現状はもっと厳しく子どもの数が減るんじゃないかと思うんですが、その辺はどういうふうにお考えなのかなお聞きしたいと思います。

合田会長：ありがとうございました。ただいまＢ委員から資料1の1ページ目の、提供体制の確保の表で令和8年度以降はどのような方法で推計されているのかという質問がありました。事務局お願いします。

事務局： 保育事業の量の見込みと確保方策につきましては、人口の今後の見込みについて推計し、保育施設の利用状況を踏まえて今後5年間の見込みを算定しました。就学前児童の人口は近年、年間100人前後のペースで減少しており、一方保育の利用率は現状0歳から2歳を中心に若干増加している状況がありますので、この辺りを踏まえて5年間の保育事業の量の見込みはゆるやかに減少する見込みを立てています。Ｂ委員からも今後の人口の推移についてはかなり厳しい考え方をしていかないといけないというご指摘もいただいたとおり、保育の利用率の向上がどこまできいてくるのかというところは、なかなか予断を許さない状況です。大東市では、民間の保育施設の皆さんに御協力をいただきながら、お子さんの受け入れを進めている状況がありますので、この数字が非常に大きく変わるような見込みが生じた場合は、必要な利用枠を安定的に提供できる体制が整うよう、できるだけ早急に見直しを図っていく必要があると考えています。

合田会長：ありがとうございました。Ｂ委員よろしいでしょうか。他にはありませんか。

Ａ委員：病児・病後児保育事業について、令和7年度の量の見込みが242になっている原因は、小児科を受診してから利用するためこの表のとおり量の見込みがガタっと減っているのでしょうか。病児保育は働いてる保護者にとってこれからもっと重要になってくると思うので、実施施設をこれから増やしていくのかとか。その辺をお伺いしたいです。

合田会長：Ａ委員から病児・病後児保育事業について、6年度実績が43人で7年度実績は250人であるが、この辺の状況や今後の対応策について聞きたいという質問でした。事務局お願いします。

事務局：病児・病後児保育につきましては、コロナ前は1000人を超える利用者がいて、それが令和2年度のコロナの影響で利用人数が２桁まで減少したという状況が、現在も尾を引いているというところがあります。令和元年度以前の利用状況を見ると、潜在的には子どもが病気のときに病児保育施設に預かってもらって仕事に行きたいという方が相当数いらっしゃって、それが6年経った今大きくニーズが減っているという状況ではないと考えております。市としましては、アフターコロナという社会状況の中、安全にお預かりするための方法を考える必要があります。病児保育を実施頂いている施設でも状況を踏まえながら、試行錯誤をしながらお子さんを預かって頂いている中、行政も安全・安心に病児・病後児保育が利用できる体制づくりを検討していき、その上でニーズに合わせた利用者の拡充が図られると考えております。

合田会長：ありがとうございました。Ａ委員、よろしいでしょうか？　他にはありませんか。

Ｃ委員：これらの事業すべてに対し、できるだけ周知徹底というか必要な方にきちんと情報がスムーズに行き届くように、市としていろいろ考えていただけたらと思います。

合田会長：こういった現状をいかに周知するかというところの要望でした。事務局は何かコメントありますか。

事務局：事業を開始しても、それを知らないと活用できないと意味がありませんので、我々としてもどんどん周知を進めていく。そのためのアイテムを増やしていくというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。

合田会長：よろしいでしょうか？他にはありませんか。

Ｄ委員：資料2ページの02、放課後児童クラブですが私はあまり詳しくないのですが、高学年の量の見込みが令和7年から11年で推計が出ていると思うんですけど、今社会保険の適用拡大で、配偶者の方がパートで働いてる場合に社会保険適用になって、おそらく来るため働くという選択を取られる方が多いと思うんです。その中でうちの組合でもあったのですが、時短勤務している会社もその制度を適用して小学3年生から6年生まで伸ばしたという声もありました。実際に民間の企業からすると小学生までとか小学校低学年までとか就学前までといったところで、働くお母さんは時短ができない状況の中、小学校高学年でも預けたいというニーズがあると思います。そうなるとこの見込みはちょっと甘いんじゃないかなと思うのですが、その辺の見解を教えてください。

合田会長：ありがとうございます。今、制度改正が議論になってますけれどもそれが本決まりになれば、高学年の受け入れについて見込みが増えるんじゃないかというご指摘をいただきました。事務局よろしくお願いします。

事務局：委員がおっしゃったとおり、高学年の利用者数に関しましては、以前から比べますと、やはり社会的な影響で増えてきているものと思われます。多少見込んだ数字にはなっておりますが、状況を見ながら必要に応じて修正していかなければならないと思っております。ご意見ありがとうございます。

合田会長：ということで大丈夫ですか？　他にありませんか。

Ｅ委員：学童保育については山元課長がおっしゃった通りですけど、高学年の受入れはしていますが、年度途中で低学年が多くなるとどうしても行きづらくなるのか、だんだん減っていくのが実状です。

合田会長：現状の報告ですね。ありがとうございました。他にありませんか。
次に議題2について事務局から説明をよろしくお願いします。

事務局：議題2につきましては資料の2-1と2-2の2つの資料をご用意しました。内容はこども誰でも通園制度の試行事業についてですが、まず資料2-1で取り組みの概要について簡単に説明をさせていただきます。資料の2-1をご覧ください。
まずは3ページですが、国において新たな子ども施策としてこども誰でも通園制度を令和8年度から給付制度としていくことを予定しています。こども誰でも通園制度は、子どもの成長の視点から、「全ての子どもの育ちを応援して子どもの良質な成育環境を整備する」ことを目的として、保育所等を利用していない6ヶ月から3歳未満の子どもを対象とし、月に一定時間の施設の利用を認める制度です。
続きまして4ページをご覧ください。こども誰でも通園制度に似た取り組みとして、保育所等で実施されています一時預かり事業があります。一時預かり事業は育児疲れの解消や休業入院等、保護者や家庭の事情に応じて一時的に子どもの預かりを行うサービスです。一方、こども誰でも通園制度は、子どもの育ちを応援する取り組みであり、一時預かり事業とは目的が異なる取り組みです。
その下5ページと6ページでこの取り組みの意義を整理しています。子どもにとっての意義ですが、家庭では得られない様々な経験を通じて、ものや人への興味関心が広がり、同年代の子どもとの関わりをもって心身の成長・発達への良い影響が期待されます。また保護者にとっての意義は、制度の利用を通じて子どもに対する新たな気づきや親としての成長を施設の保育士さんたちを通じて得られる。あるいは子育ての孤立感や不安感の解消の軽減に繋がることが期待されると言われています。
次の7ページをお願いします。試行事業を本市で実施するにあたり、事業者の認可の基準となります基準条例を6月に制定いたしました。
8ページにありますが、令和7年4月1日に施行された改正児童福祉法で市町村は、整備、設備および運営について条例で基準を定めなければならないと決められており、これ基づいて6月に条例を制定しました。条例の内容は、基本的には国の基準をそのまま適用しております。その下には特に説明をさせていただきたい項目について整理しています。
一つが事業の類型でございます。こども誰でも通園制度は余裕活用型と一般型の二つに大別をされます。一つ目の余裕活用型は、既存の幼稚園や保育所等の保育園の空き枠を活用して実施するものです。人員配置は、通常の保育所の保育士の配置基準に準じまして新たに職員をこれに充てるという必要はありませんが、一方で定員に空きがない場合は実施できないというデメリットがあります。もう一つの一般型は、保育所等の定員とは別に、この事業の定員を設けるというやり方で、さらに在園児と一緒に過ごす在園児混合型と、部屋を分けて実施する専用室独立実施型の二つに分かれています。人員配置基準については保育所等と同じで、0歳児3人に対して保育従事者1名以上、1歳・2歳6人に対して保育従事者1人以上が必要です。一般型は、通常保育の保育定員に影響されないというメリットはありますが、新たに職員を配置する必要があります。
次にその下は設備と職員の配置基準です。基本的には小規模保育事業所と同じ基準が適用されます。
1ページめくっていただきまして11ページをお願いします。本市におきましては令和8年度からこども誰でも通園制度の本格実施を円滑に進めていくために、今年度的に試行事業を実施し、利用ニーズの把握と課題の整理を行う予定です。次の12ページに試行事業の内容をまとめていますのでご覧ください。試行事業の利用対象者は国の考え方に準拠して、認定こども園等に通っていない6ヶ月から3歳未満の乳幼児とします。利用可能な時間数も国制度にあわせ子ども1人当たり月10時間、また子ども1人の1時間当たりの利用料は一律300円に設定し、生活保護世帯や非課税世帯については一定額を減免します。一番下の食事の提供の有無につきましては、基本的には施設にお任せしています。
次の13ページ目をご覧ください。こちらは施設の利用のあり方について整理しています。利用の仕方は定期利用と柔軟利用の２つあり、定期利用とは時間、場所を設定した上で、決まった時間数を同じ施設で過ごしていただきます。利用する事業者を固定することで、子どもが人や場所に慣れやすい、あるいは保育所と子どもの関係を構築しやすいといったメリットがあると考えられます。もう一つの柔軟利用は利用する事業者や曜日、時間を固定せず、毎回自分の行きたい施設を選んで申し込んでいただきます。この場合は子どもの状況や保護者のニーズに合わせた利用が可能になり、例えば複数の施設を利用することで、子どもに合った施設を探すことや、里帰り出産等の短期的な利用が可能になります。
次にキャンセルの対応です。利用者が利用予約をした後に、何らかの理由によりキャンセルをした場合は、市が定めるキャンセルポリシーによって対応をお願いしたいと考えてます。具体的には、正当な理由がなく前日の決められた時間までにキャンセルのご連絡をいただけなかった場合、本サービスを利用したものと見なして、利用時間を減算する予定です。この場合、ペナルティ料金は発生しません。
一番下は親子通園です。慣れるまで時間がかかるお子さんへの対応として、親子で一緒に登園するというやり方です。国の手引きでは親子通園が長時間続く状況はあまり望ましくないとあり、本市としましても利用の最初の段階である程度使っていただきながら、あまり長期間ならないように理解を求めていく必要があると考えています。
次のページは今後のスケジュールです。本日の子ども・子育て会議において、皆さんにご賛同いただいた事業者に対し後日認可の通知を送付します。その後広報だいとう10月号で市民への周知を行い、利用者の登録期間を経て、最短で11月、遅くても12月に試行事業を開始したいと考えています。
16ページをお願いします。令和8年度の制度改正を見据えて国が総合的なシステムを構築しています。このシステムは「こども誰でも通園制度総合支援システム」という名前で、実施していただく事業者、利用者、行政の3者が利用可能なシステムです。このシステムは、利用者が予約するための予約の管理機能、事業者が利用者の情報を把握したり、市区町村が利用状況を確認するためのデータ管理機能、事業者が市区町村に請求を行うための請求書発行機能等を備えており、4月からシステムの運用が可能ですので、本市におきましても試行事業でこのシステムを活用し、運用していきたいと考えております。
次の後の18ページは事業者登録の流れです。既に認可に必要な書類は事業者からご提出いただき、書類の審査が終わっている状況ですので、本日子ども・子育て会議で委員の皆様からご意見をいただいた上で、設置認可の決定を行う流れとなっております。
最後の20ページは利用決定の流れに関する資料です。子育て家庭の保護者から書類又は電子申請により利用登録の申請を行っていただき、申請を受けた市町村で定員の範囲内で認定の対象者を決定してIDを発行します。IDの発行を受けた利用者は統合支援システムにログインし、利用者の情報を入れていただいた上で、利用したい施設に事前面談の申し込みをしていただきます。事前面談の申請を受けた事業者は、利用希望される方と面談の日を決めていただいて、面談を行ったうえで預かりが可能という事になれば正式に利用契約を結んでいただく。この時点でこども誰でも通園制度の利用が可能となりますので、利用者はシステムを通じて利用予約を取るという流れになると見込んでいます。
続きまして、資料2-2をご覧ください。事業の実施にあたり5つの民間事業者から認可申請をご提出いただいており、施設ごとに申請内容をまとめていますので順番に説明をします。
1番目が幼保連携型認定こども園のあすなろこども園分園です。こちらは通常保育に加え、一時預かり等の事業を行う多機能型保育施設で、試行事業は専用室を使った一般型として実施いただき、定員は0歳から2歳が4人となっています。実施日は毎週火・木曜日の9時から11時で給食の提供は行われません。
2つ目は、幼保連携型認定こども園　上三箇保育園です。こちらの施設でも現在一般型の一時預かり事業を実施いただいております。定員は0歳4名ということですが、こちらの事業所では余裕活用型による実施を予定されておりますので、0歳児の在園状況によって受け入れ人数が減少する可能性があります。実施日は火・水・金曜日の9時から11時で、給食の提供は予定されていません。
3つ目は小規模保育事業所のわかたけ保育園です。実施方法は施設内の専用室を使った一般型で定員は0歳から2歳が4名です。実施日は火・水・木曜日の10時から14時で、希望があれば1食250円で給食を提供されます。
4つ目は幼稚園型認定こども園の朋来幼稚園です。実施方法は専用室を使った一般型で、定員は2歳児10名、実施日は月・木曜日で、実施期間は5月から10月までは9時45分から11時45分まで、11月から3月までは9時30分から13時30分までです。11月から3月は給食の提供が可能で、給食費のほかに絵本代等の実費徴収があります。
5つ目は幼稚園型認定こども園の四條畷学園大学附属幼稚園です。実施方法は在園児合同の一般型で。定員は2歳児のみで9名となっており、2つのクラスがあります。実施日はひよこ組が火・木曜日の9時半から12時半まで、りす組は月～金曜日の9時から14時までで、いずれも給食の提供があります。実費徴収等はひよこ組は登録料500円のみで給食費は徴収せず、りす組は3歳の幼稚園の入園を前提としていることから、入園金相当額、学年費、給食費等を徴収するとことになっております。
以上、今年度の試行事業への取り組みを予定している5つの就学前教育・保育施設に関する説明を終わります。

合田会長：ただいま事務局からこども誰でも通園制度の事業内容および実施予定園５園の概要説明がありましたが、ご質問等あれば、挙手の上よろしくお願いします。

Ｆ委員：施設利用のところで里帰り出産とかで一時的に大東市の実家に戻ってきた場合の利用を想定しているというお話がありましたが、他市との協定は進んでるんでしょうか。先月は大東市に住民票がないと利用できないという話があったかと思いますが、そのあたりを教えてください。

合田会長：Ｆ委員から里帰り出産について質問がありました。事務局お願いします。

事務局：里帰り出産等で他市にお住まいの方がこの制度を利用できるかどうかですが、国の制度としてはそういう体制を目指していると伺っています。現在協定に関しては進んでおらず、今月末ぐらいに北河内の関係する市町村でウェブ会議を予定していますので、他市の状況を聞いてみようかと考えています。基本的には国が今作っている総合支援システムを全ての自治体が利用することで、相互利用が可能になると理解しているのですが、足並みがそろうのに時間がかかる可能性もあると思いますので、その場合は先ほどお話がありましたように、協定書を締結して相互利用を認めていく等の方法を検討していきます。

合田会長：Ｆ委員よろしいでしょうか？他にご質問等ありませんか。

Ａ委員：一時預かり保育をやっている保育所があって、里帰り出産の子どもも預かっていたと思うのですが、一時預かりとこども誰でも通園制度の違いが分かりにくいのと、抽選に漏れた場合や支援の必要な子が申し込んだとき、預かるのが難しいと判断した場合は、別の施設を進める等のフォロー体制はどうなっていますか。

合田会長：一時預かりでそういうことを聞いたことがあるということでしょうか。

Ａ委員：自分が保育士の時にそんなことがあったってことで。

合田会長：分かりました。一時預かりとの違いや、いわゆる要支援の子どもが誰でも通園制度の利用を申し込んだときのことについての質問がありました。事務局お願いします。

事務局：1つ目が一時預かりとの違いですが、一番大きいのは利用できる時間数があらかじめ決まっていることです。国の制度では、1人当たり１か月10時間までしか利用できないことになっており、大東市だけでなく他の自治体でも同じように時間数が設定されています。一時預かりは特にそういう条件が決まっていません。また施設によって市外のお子さんの受け入れも可能ですが、誰でも通園制度の場合は市外在住の子どもを預かった場合は、居住している市町村の利用枠を減らさないといけないため、他市との連携が必要な制度となっています。そこが非常にガチガチなところで、そこを整理するために、国で自動的に利用時間が差し引きできるシステムを導入しようとしていますが、まず全国一律で足並みを揃えて動ける状況ではないものですから、難しい状況となっています。
二つ目の、面接等の話ですが今のところは施設ごとに定員が設けられていますので、定員を越えた利用の申し込みがあった場合は、抽選等の方法で利用者を絞っていく必要が出てくると考えています。
最後の要支援のお子さんへの対応については、国では障害のある子どもや支援を必要とするされる家庭に本事業を利用していただくという考え方が打ち出されており、そういった子どもを預かる場合、施設に対して一定の加算をつけると示されています。ただ、0歳・1歳の性質や行動について、障害なのか性格なのかというような見立てができるのかが難しいところです。また、要支援家庭をどのようにして把握し、認定していくのかも難しいところで、明確な答えを申し上げることができないため、他の自治体との意見交換の中で本市の方針について答えを出していけたらと考えています。

合田会長：ありがとうございました。Ａ委員いかがでしょうか？

Ａ委員：本当に、2歳から3歳ぐらいで障害があることが分かったり、気になって専門機関に行って納得したり、また扱いによっては全然逆効果だったりすることもあるので、その辺が心配ですね。

合田会長：障害も含めて判断が難しいところがありますよね。これからいろいろ行政同士のやり取りとか、調整していかれるとは思いますのでＡ委員の危惧というか、また事務局に聞いていただいたと思うんですけどそれでよろしいでしょうか？他に質問等ありませんか。

Ｂ委員：私の方から2点あります。まず日程的にも11月・12月からスタートのはすごくタイトな日程になってると思うんですが、実施する園が決まっている状態で市民の方々に対する広報はどうするのかを教えていただきたいのと、1時間300円という料金設定は国が決めていると思うんですけど、大東市として今年度は無理かもしれませんが、令和8年度からスマイルサポート券のワクワク券を使えるように考えていただけませんか。

合田会長：ありがとうございました。Ｂ委員からどういう方法で市民への周知をするのかということと、スマイルサポート券を使えるようにならないかという2点の質問がありました。事務局よろしくお願いします。

事務局：1点目の広報です。こちらは広報だいとう10月号で事業開始について情報発信し、ホームページに誘導してホームページで詳細な利用の仕方を掲載していきます。また、広報だいとう12号に特集記事を掲載し、国が進める新しい取り組みということで、メリットや考え方、実施施設のコメントや紹介をさせていただきたいと考えています。
もう一つの利用料金ですが、大東市では独自の取り組みとしてスマイルサポート券という事業をやっており、１枚500円のサポート券を３歳までのお子さんのいるご家庭に、1人目、2人目、3人目で金額を変えながらお渡しし、オムツの購入やタクシーの乗車料金、地域のいろんなサービス等に使っていただく事業です。誰でも通園制度は1時間300円ですので、500円のサポート券を使った場合におつりをどうするのかという問題がありますが、市独自の取り組みとしてサポート券を誰でも通園制度でも使うことができよう、前向きに考えていきたいと考えています。

合田会長：ありがとうございました。Ｂ委員よろしいでしょうか。
他にご質問ありませんか。

Ａ委員：子育て支援施策としてとして子育てサロンがありますが、サロンの運営をしている人に話を聞いてみると、0、1、2歳は結構色々な施設を渡り歩いている人がいるようですが、そういった人の整合性はどう考えていらっしゃいますか。

合田会長：Ａ委員から0、1、2歳で子育てサロンを利用している子どもさんがいろいろな施設を利用されていますが、誰でも通園制度との整合性をどういう形で捉えるかという質問でした。事務局お願いします。

事務局：子育てサロンの取り組みは所管課が違うのですが、0歳から2歳の低年齢のお子さんのいるご家庭が交流する取り組みですが、例えば支援センターも幼稚園や保育所に入る前の年代の親子の交流の場となっており、これらの施設等を利用しながらこども誰でも通園制度を並行して使っていただくというのも考えられます。あるいは既存の取り組みをなかなか利用しにくいご家庭について、誰でも通園制度を利用いただければ、お子さんを一定時間お預かりさせていただき、保護者がちょっと違うことをする時間ができます。子育て家庭を対象として様々なサービスが提供されていますので、その中の一つとしてだれでも通園制度も利用していただけたらと考えています。

合田会長：ありがとうございました。Ａ委員よろしいでしょうか。他にありませんか。

Ｇ委員：利用者の決定の流れのところですが、IDとは子どもに対するものか親なのか？面接で断られることもあるということですが、定員以外に何か他の要素があるのか？　5つの施設がありますが、ある施設で何らかの理由で断られると、もう1回別の施設で面接を受けないといけないのか？　請求書発行というのは電子でされると思うんですが、どういった媒体でされるのか？　その回収方法は？
私が携わっているキッズプラザでは休日保育をさせてもらっていますが、現金を扱うのはかなり神経を使います。今後電子マネーを導入するとなると件コストがかなりかかりますので、そのあたりを何点か質問させてもらいました。件数が多いんですが、今の時点で分かる範囲で教えてください。

合田会長：Ｇ委員から、利用者のID、請求システム、電子マネーのことについて諸々ご質問がありましたが、分かる範囲でということですのでよろしくお願いします。

事務局：順番にお答えします。IDは子どもに紐づけされますので、子どもが3人いる場合は子どもごとにIDを申請していただき、そのIDを使って施設に申し込みんでいただくこととなります。面接については、実際に利用受け入れをする施設がお子さんのご家庭を理解していただくための面接ですので、複数施設を利用する場合は、個別に面接を受けていただく必要があります。請求書の発行については、300円の利用料を利用者に支払っていただく他に、国から補助金が出る仕組みとなっており、例えば2歳児だったら800円と額が決まっています。システムの中で請求するのは、利用者に対する請求ではなく、国の補助金の請求手続きであり、システムを通じて施設から市町村に手続きをいただくことで、市町村が事業者の口座に補助金が振り込みます。利用者からは現時点では現金で徴収していただくというふうに考えています。

合田会長：Ｇ委員いかがでしょうか。

Ｇ委員：広報の件ですが、うちの町内会に入っている人がごっそりいなくなってしまって今3、4件ぐらいしか残っていませんし、まず広報だいとうを読んでる人がかなり少ないと思いますので、そこが心配です。広報は非常に大事で、せっかく事業をするのであれば必要な人が利用できるようにした方がいいと思うので、広報の方法については考えていただきたいと思います。

合田会長：Ｇ委員、貴重なご意見をありがとうございます。事務局お願いします。

事務局：一例として広報誌の話をしましたが、他の方法も考えております。広報誌は町内会に入っている方でないと届きにくい状況であると把握していますので、色々な手段を使ってお知らせする必要があると思っています。例えばSNS関係で言うと大東市の公式LINEやFacebookの活用や、皆様が運用されている施設へのチラシの配架についてもご協力いただければと考えています。他には、健診の時に周知するなどできるだけ取りこぼしのないようにしていきますので、こんな周知方法もいいんじゃないかというアイデアがありましたら、まだぜひご意見をいただければと思います。

Ｇ委員：小学校・中学校を通じて配布すれば、対象年齢の弟や妹がいるご家庭には目につくと思います。失礼なんですが宣伝の仕方が下手というかせっかくやるんだから、コストもかかるでしょうけれども、もう少し考えていただけたらと思います。

合田会長：ありがとうございました。広報を今後徹底してほしいという願いですので、事務局お願いします。他にはありませんか。
今、様々な意見を委員の皆さんからいただきましたが、この会議で認可するという判断を取るという意味でよろしいでしょうか？

事務局：そうですね。ここは駄目だよってところがなければ、ここでご賛同いただければと思います。

合田会長：委員の皆さんから意見や質問等をたくさんいただきありがとうございました。現在、5園の事業所がこの誰でも通園制度の試行事業を実施するということで手を挙げていただいてます。既に必要な書類も提出されたということで、この会議としては5園に対してご意見がなければ、試行事業をスタートするという了解をいただけたらということなんですけど、どうでしょうか？

Ａ委員：公立保育所は入っていないのですね。

合田会長：そうですね。
特にご意見がなければこの5園で一応予定としては11月予定ということなんですけれども、試行事業を開始するという流れでお願いします。ありがとうございました。
続いて三つ目に諸福幼稚園と南郷保育所の施設統合および認定こども園移行について、事務局から説明をお願いします。

事務局：資料3をお願いします。昨年12月の子ども・子育て会議で報告させていただきました公立施設の統合に関する内容です。全国的に少子高齢化が進む中で本市におきましても、子どもの数が減少しており、少子化への新たな対応が求められています。
資料3ページをご覧ください。本市における就学前教育・保育施設の利用状況に関するグラフです。棒グラフが1号認定と2、3号認定のそれぞれの児童数で、折れ線グラフのうち、年々減少しているのが児童数、増えているのが施設の利用率です。本市においては就学前児童数が過去10年間で約1500人減少し、この間に就学前施設の利用率は9%増加しました。増加しているのは主に保育所・認定こども園の利用率で、幼稚園の利用者は公立・私立ともに減少しています。また本市の認定こども園化の状況ですが平成27年に3施設でしたが、今年度は20施設が認定こども園へ移行しています。
次に5、6ページをご覧ください。こちらは西部地域の就学前教育・保育の状況です。今年4月現在で公立保育所が１つ、公立幼稚園が１つ、私立の認定こども園が6つ、小規模保育事業所が１つで、他の地域と同様に西部地域においても施設を利用する児童の人数は減少傾向にありますが、特に諸福幼稚園の利用者は、この6年で8割以上減少しており、今年4月現在で4歳児が7名、5歳児が8名で合わせて15人という状況で、1クラスに在籍する子どもの数が1桁という状況は、子どもの社会性の発育等に少なからず影響を及ぼすことも懸念されていることから、昨年度から子ども・子育て会議でもご意見をいただき、施設の今後の在り方について検討を進めてきた結果、諸福幼稚園と南郷保育所を統合し、幼保連携型の認定こども園に移行することを市の方針として決定しました。
次に8ページをお願いします。現在検討を行っています諸福幼稚園と南郷保育所の統合の内容です。統合の時期は現在諸福幼稚園に在籍している園児全員が卒園する令和8年度末と考えており、統合先は面積が広く、調理施設を備えている南郷保育所とし、幼保連携型の認定こども園として整備します。
また、諸福幼稚園では園児のバス送迎を行っておりますが、公立幼稚園の利用ニーズを考えたときにバス送迎を継続する必要があると考えていますので、統合先の南郷保育所の認定こども園移行後も送迎バスを存続させる方向で検討しています。ただ場所が大きく変わるため送迎ルートは大幅な見直しが必要になると考えています。バスの利用年齢につきましては、現在は4歳・5歳の利用となっておりますが、統合後は3歳から受け入れを行うように変更する予定です。
次に資料の一番下ですが、南郷保育所の施設は昭和42年に開園しており、老朽化が非常に進んでいるため、子どもの安全対策の観点から大規模改修を検討しています。
次の9ページをご覧ください。統合後の認定こども園の利用定員です。こちらは案の段階ですので、数字等についてもこれから変わる可能性があります。南郷保育所は0歳～5歳児合わせて合計180人の利用定員ですが、統合後は1号認定が60人、2号・3号認定が160人に見直しを図っていきたいと考えています。従いまして2号・3号は若干定員が減少しますが、昨今の西部地域の状を見込みながら、検討を行っているところです。
10ページをご覧ください。検討の進捗状況やスケジュールについて整理をしました。今年4月に関係部署をメンバーとした幼保一体化のワーキングチームを立ち上げ、これまで3回会議を行いました。今後のスケジュールですが広報だいとう9月号で、諸福幼稚園の園児の募集と令和9年度に施設を統合するという記事を掲載することで、施設統合が予定されていることを踏まえて入園についてご検討いただきたいと考えています。その後、10月1日から諸福幼稚園の入園受付が始まりますが、募集要領にも令和9年度の統合を掲載し、窓口にいらっしゃった場合には個別に説明を行ってまいりたいと考えています。

合田会長：事務局から諸福幼稚園、南郷保育所の施設統合についての進捗の説明がありました。この点について何かご意見等ありませんか。

Ｂ委員：２点ご質問させていただきます。まずバス送迎の利用対象は1号のみなのか2号・3号もされるのかというのが１つです。もう１つは今年10月の園児募集は２年保育なのか３年保育なのかどちらで募集されるのかをお聞きしたいです。

合田会長：ただいまＢ委員からバス送迎と園児募集を2年保育か3年保育かどちらで行うのかという質問がありました。事務局お願いします。

事務局：バス送迎は今と同じ定時運行を継続する形になりますので2号・3号のお子さんの利用は難しいと考えており、引き続き1号認定のみの運用になると考えています。

事務局：10月の園児募集は通常通り2年保育で募集し、令和8年度は諸福幼稚園に通っていただき、令和9年度は移行後の認定こども園に通っていいただくか、または民間の幼稚園等に行くのか保護者に選択していただく予定です。

合田会長：他にありませんか。

Ｆ委員：諸福幼稚園の現状を見れば施設統合に反対するわけでありませんが、この資料だけでは統合によってどういう施設にするのかという理念が全然見えてこない。言い方悪いですけど、南郷保育所が諸福幼稚園を吸収するような形ですよね。施設を統合して、近い将来建て替えて施設も新しくなり、送迎バスを走らせて、1号に3年保育を始めるというところで、近隣の保育所等に対しても結構が影響出ると思うんですが、適正配置とか近隣施設との整合性はどのようにどう考えておられるのか。そもそも大東市として施設を統合することで、市全体として将来的に子どもをどういうふうに育てていくのかというところも見えてこないので、そのあたり丁寧な資料なり説明をいただけたらと思います。

合田会長：ただいまＦ委員から統合だけが見えているけれど、中身が伴っていないんじゃないかという質問がありました。事務局よろしくお願いします。

事務局：少し前まで市内に公立幼稚園が２か所と保育所が３か所ありましたが、令和3年度に施設統合があり、今回新たに幼稚園と保育所を統合するという形で公立施設の集約が少しずつ進んでいます。西部地域はこの統合によって、南郷に新たにできる認定こども園だけという状況になりますので、公立施設で教育保育を受けたい子どもの受け入れ先として役割を果たしていく必要があるのかなと考えています。一方で30数施設の民間施設があり。民間と公立が協力しながら2千数百人の子どもの受け入れを実現しており、今後も引き続き協力を維持しながら、少子高齢化の中ではありますが、その中でできるだけ施設が活力を失わずに運営をし続けることができる状態を維持したいと考えていますので、南郷保育所が新しく認定こども園になる場合も当然、周辺の施設民間の施設に対する影響については十分検討をしていくつもりですし、その中で悪い影響を及ぼすことは極力避けたいと考えています。
理念ですが、今ある教育施設と保育施設が統合することで生まれてくるものが何か。私自身もまだはっきり見えていないところがありますが、少なくとも建物が変わることで、周囲からの見る目も大きく変わってくると思います。建て替えを検討しているチームの中でも、こんな認定こども園を作りたいといったイメージ作りを進めていると思いますので、公立ならではの認定こども園いうのを皆さんにもお示ししたいとに考えています。

合田会長：ありがとうございました。Ｆ委員いかがでしょうか？

Ｆ委員：施設統合した後、諸福幼稚園の土地建物はどのようにされるのか、まだ決まっていないと思いますが、現時点で市としてどういう見通しをお持ちなのかお聞かせ願いたい。

合田会長：統合後の諸福幼稚園の活用についてということで、よろしくお願いします。

事務局：諸福幼稚園の跡地活用については、全く議論が進んでない状況です。選択肢もかなり幅広く考えられると思っており、我々だけではなく地域の人や、これまで幼児保育に関わっておられた人の考え方もいろいろあると思います。今の段階で跡地をどうするのかというのはお示しできませんので、庁内の組織だけではなくもっと広いところで議論をしながら絵作りをしていく必要があると考えています

合田会長：ありがとうございました。Ｆ委員いかがでしょうか？
統合に関するワーキングチームを今後も続けられると思うんですけど、適宜この場で報告を入れていただくようお願いします。
他にはありませんか？　それでは議題が三つ全て終了いたしましたので、これをもちまして、今後の進行については事務局にお返ししたいと思います。事務局よろしくお願いします。

事務局：皆様、長時間本当にありがとうございました。以上をもちまして、令和7年度第1回大東市子ども子育て会議を閉会させていただきます。お疲れ様でした。ありがとうございました。
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